
新型コロナウイルス関連情報(日本の新たな水際対策措置:3月 1日以降の見直し) 

 

 今般、日本の水際対策強化に係る新たな措置が公表されましたところ、３月１日午前０時

（日本時間）以降、米国から日本に入国する際の変更点等について、以下のとおりお知らせ

します。 

 

 なお、日本入国時の検疫手続に必要な書類等については、引き続き、出国前７２時間以内

の検査及び陰性証明書の提出、入国時の検査他が求められますので、詳しくは厚生労働省Ｈ

Ｐで御確認ください。 

 

１ 検疫所長の指定する場所での待機 

（強制待機３日間→０日） 

 これまで米国から入国する際に求められていた検疫所長の指定する場所での３日間の待

機及び入国後３日目の検査は、３月１日午前０時（日本時間）より指定解除となります（原

則入国後７日間の自宅等待機となりますが、以下２のとおり緩和措置があります）。 

 

２ 日本入国後の待機期間 

（１）ワクチン３回目追加接種者（ブースター接種済みの方）（注１）は、日本入国後の自

宅等待機が不要となります。 

（２）ワクチン３回目追加未接種者（ブースター接種が完了していない方。ワクチン未接種

の方を含む）は、入国後に原則７日間の自宅等待機が求められます。ただし、入国後３日目

以降に自主的に「認められる検査実施機関」（注２）で検査を受け、陰性結果を MySOS（入国

者健康居所確認アプリ）により入国者健康確認センターに届出し、同センターから「待機終

了の連絡」があった方は、その後の待機が不要となります。 

（注１） ファイザー、モデルナ、アストラゼネカのいずれかのワクチンを２回、又はジョ

ンソン・エンド・ジョンソンを１回接種した後、３回目にファイザー又はモデル

ナを接種し、以下２の政府等公的な機関で発行された新型コロナワクチン接種

証明書（電子的に交付されたものを含む）を所持している方。 

（注２） 接種年齢要件を満たさないため、追加接種（3回目接種）が認められていない子

どもに対しては、原則として追加接種による待機期間の短縮は認められません

が、有効な接種証明書を所持する保護者が同伴し、当該子どもの行動管理を行っ

ている場合は、特例的に、有効な接種証明書を所持する者として取り扱い、当該

保護者と同様の待機期間の短縮が認められることになります。    

（注３）【厚生労働省ＨＰ】自費検査機関 ※３月１日以降にご確認ください。 

  https://www.c19.mhlw.go.jp/search/ 

 



３ 新型コロナワクチン接種証明書 

 上記２（１）の措置の適用を受けるためには、入国の際に、政府等公的な機関で発行され

たワクチン接種証明書の提示が必要となります(記載事項の要件等を満たしていれば、発行

国・地域は限定しないこととなりました)。これまで当館管轄地域ではＣＤＣカードが認め

られています（下記の厚生労働省ＨＰ参照）。証明書の記載事項の要件、認められるワクチ

ン名／メーカー等の指定がありますので、詳細については、「水際対策強化に係る新たな措

置（２７）」別添１で御確認ください。 

【厚生労働省ＨＰ】 

●水際対策強化に係る新たな措置（２７）（4,5 ページ） 

  https://www.mhlw.go.jp/content/000901649.pdf 

●水際対策強化に係る新たな措置（１８）（有効と認められる新型コロナウイルス感染症に

対するワクチン接種証明書発行国・地域）（4ページ） 

  https://www.mhlw.go.jp/content/000857061.pdf 

 

４ 入国後の公共交通機関の使用 

 入国後、自宅等待機のための移動（入国時検査から２４時間以内の移動、かつ自宅等を目

的とした最短経路の移動）に限り、公共交通機関の使用が可能となりました。なお、ワクチ

ン３回目追加接種者（注１）は、入国後の公共交通機関の使用制限はありません。 

 

５ 外国人の新規入国  

 日本国内の受入責任者（雇用主、招聘企業・団体等）の管理の下、観光目的以外（商用・

就労等の短期滞在又は長期滞在）の新規入国が認められることになりました。査証申請の前

に、受入責任者による事前手続（「受付済証」の申請・入手）が必要になりますところ、詳

細については、厚生労働省ＨＰ（Ｑ＆Ａ「外国人の新規入国」及び「査証申請」他）及び外

務省ＨＰで御確認ください。 

 

【御参考】 

○厚生労働省ＨＰ  

（水際対策強化に係る新たな措置（27））  

  https://www.mhlw.go.jp/content/000901757.pdf 

（Ｑ＆Ａ） 

  https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf 

（外国人の新規入国制限の見直しについて） 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00341.html 

（日本入国時の検疫手続で必要な証明書等）（令和４年２月２４日更新） 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 



 

○外務省ＨＰ 

（新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について） 

  https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html 

（水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について） 

  https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0224_17.pdf 

（新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置（本年 3 月以降の水際措置の見

直し） 

  https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C017.html 

 （新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置） 

  https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C018.html 

 

【お問い合わせ窓口】 

○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口（検疫の強化） 

  電話：+81-3-3595-2176（日本語、英語、中国語、韓国語に対応） 

○出入国在留管理庁（入国拒否、日本への再入国） 

  電話：（代表）03-3580-4111（内線 4446、4447） 

 

当館連絡先 

Tel: (312) 280-0400(24 時間対応)(注) 

Fax: (312) 280-9568 

Email: ryoji1@cg.mofa.go.jp (注)コロナウイルス感染症予防のため、現在業務体制を縮

小しております。平日午前 9 時 15 分から午後 5 時までは音声案内に従って操作します

と担当部門につながります。土曜・ 日曜・祝祭日、平日午後 5 時以降、翌日午前 9 時 15 

分まで(事件、事故、その他緊急の用 件)は、音声に従って操作しますと、閉館時の緊急電

話受付につながります。 


